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一
部
損
壊
住
宅
修
理
支
援

事
業
の
申
請
期
限
が
迫
る

　　

令
和
3
年
福
島
県
沖
地
震
に

よ
り
、
準
半
壊
に
至
ら
な
い
被

害
（
一
部
損
壊
）
を
受
け
た
世

帯
が
、
日
常
生
活
に
必
要
な
最

小
限
度
の
部
分
を
応
急
的
に
修

理
し
た
場
合
（
20
万
円
以
上
）、

費
用
の
一
部
を
支
給
す
る
（
定

額
10
万
円
）
一
部
損
壊
住
宅
修

理
支
援
事
業
に
つ
い
て
、
申
請

期
限
は
次
の
と
お
り
で
す
。
対

象
と
な
る
方
で
申
請
が
済
ん
で

い
な
い
場
合
は
申
請
を
お
願
い

し
ま
す
。

▼
申
請
期
限　

令
和
4
年
1
月

31
日
月

問
建
設
課
管
理
係

☎
5
8
5
‐
2
9
7
2　

家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら

「
滅
失
届
」
が
必
要
で

す
‼

　

固
定
資
産
税
は
毎
年
1
月
1

日
を
基
準
と
し
て
課
税
し
て
い

ま
す
。
令
和
3
年
中
に
固
定
資

産
税
の
課
税
対
象
と
な
っ
て
い

る
住
宅
や
倉
庫
等
の
「
家
屋
」

を
取
り
壊
し
た
際
に
は
、
年
内

に
税
務
課
課
税
係
ま
で
「
家
屋

滅
失
届
」
の
提
出
を
お
願
い
し

ま
す
。
職
員
が
現
地
を
確
認
し
、

翌
年
度
分
の
課
税
台
帳
か
ら
削

除
し
ま
す
。
届
出
が
な
い
場
合
、

確
認
が
で
き
ず
引
き
続
き
課
税

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
法
務
局
へ
の
滅
失
登

記
が
完
了
し
て
い
る
場
合
に
は
、

「
滅
失
届
」の
提
出
は
不
要
で
す
。

問
税
務
課
課
税
係

☎
５
8
5
‐
2
7
7
8

事
業
用
資
産
を
お
持
ち

の
方
は
償
却
資
産
申
告

が
必
要
で
す

　　

町
内
で
会
社
、
商
店
、
農
業
、

不
動
産
な
ど
の
事
業
を
行
っ
て

い
る
方
（
法
人
お
よ
び
個
人
）

で
、事
業
用
資
産
（
償
却
資
産
）

を
お
持
ち
の
方
は
、
毎
年
1
月

1
日
時
点
で
所
有
し
て
い
る
償

却
資
産
に
つ
い
て
、
1
月
中
に

申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

前
年
に
申
告
し
た
方
、
ま
た

は
申
告
の
必
要
が
あ
る
方
に
つ

い
て
は
12
月
中
旬
ま
で
に
申
告

の
お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す
。

申
告
書
を
作
成
の
う
え
、
期
限

お
知
ら
せ

ル
バ
イ
ト
等
の
名
称
に
か
か
わ

ら
ず
、
県
内
の
全
て
の
労
働
者

に
適
用
さ
れ
、
使
用
者
は
そ
の

金
額
以
上
を
支
払
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
雇
用
者
も
労
働

者
も
、必
ず
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

問
福
島
労
働
局
労
働
基
準
部

賃
金
室

☎
5
3
6
‐
4
6
0
4

出
前
講
座
の
ご
案
内

　

財
務
省
東
北
財
務
局
福
島
財

務
事
務
所
で
は
、
地
域
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
や
各
種
団
体

の
会
合
な
ど
に
伺
い
、「
お
こ

づ
か
い
帳
を
つ
け
よ
う
」「
日

本
の
財
政
を
考
え
よ
う
」「
お

金
の
知
識
に
つ
い
て
～
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
時
代
の
お
金
の
知
識

～
」「
家
計
管
理
と
資
金
計
画
」

「
金
融
犯
罪
（
な
り
す
ま
し
詐

欺
等
）
被
害
防
止
」
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
で
小
学
生
か

ら
高
齢
者
の
皆
さ
ま
を
対
象
に

出
前
講
座
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

費
用
は
一
切
か
か
り
ま
せ
ん

の
で
、
気
軽
に
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
福
島
財
務
事
務
所

☎
5
3
5
‐
0
3
0
1

農業委員会
　12 月の農業委員会定例総会は次のとおりです。　　

　傍聴においでください。
　

　◆日　時　12 月 15 日水　午後 2 時 30 分から

　◆場　所　役場 2 階　大会議室

　　　　　　　　問農業委員会事務局　☎ 585-2890

教育委員会
　12 月の教育委員会定例会は次のとおりです。　　
　傍聴においでください。
　◆日　時　12 月 10 日金　午後 5 時 15 分から

　◆場　所　観月台文化センター　第 1 会議室

　◆案　件　決まり次第、町 HP に掲載します。

　※傍聴希望の方は事前に連絡をお願いします。

　　　　　　　　　　　問学校教育課　☎ 585-2892

1 月の各種相談会
『心配ごと相談』

　◆日　時　1 月 13 日木  、1 月 27 日木

　　　　　　午前 9 時～正午

　◆場　所　観月台文化センター  第 2 和室

　◆相談員　民生児童委員

　『障がい者相談』
　◆日　時　1 月 18 日火  午前 10 時～午後 4 時

　◆場　所　観月台文化センター　第 2 和室

　◆相談員　NPO 法人「ひびきの会」

※秘密は厳守、相談無料です。

問福祉課社会福祉係　☎ 585-2793

『国見町結婚世話やき人  月例相談会』
 　◆日　時　1 月 23 日日  午前 10 時～午後 2 時

 　◆場　所　観月台文化センター　第 2 研修室

　　　問税務課　☎ 585-2778

自宅やオフィスから地方税が納付できます
給与支払報告書・源泉徴収票を一括提出できます

複数の地方公共団体へ一括提出できます

eLTAX は無料で利用できます

地方税の電子総合窓口 インターネットで簡単手続き‼

※詳しくは問合せください。

マイナンバーカードに関するお知らせ
　12 月のマイナンバーカード休日臨時窓口は次のとお

りです。まだマイナンバーカードを持っていない方は、

この機会にぜひマイナンバーカードを作りましょう。

■日時　12 月 26 日日　　午前 9 時～午後 4 時

■受付場所　住民防災課戸籍係（緑の窓口 1 番）

　　　　　　　　　問住民防災課戸籍係　☎ 585-2115
「
福
島
県
環
境
ア
プ
リ
」

を
活
用
し
ま
し
ょ
う　

　

福
島
県
は
、
地
球
に
や
さ
し

い
福
島
県
を
実
現
す
る
た
め
、

「
福
島
県
環
境
ア
プ
リ
」
の
本

格
運
用
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

お
住
ま
い
の
地
域
の
ご
み
収

集
カ
レ
ン
ダ
ー
を
確
認
で
き
た

り
、
貯
ま
っ
た
ポ
イ
ン
ト
で
福

島
県
産
品
な
ど
が
当
た
る
抽
選

に
応
募
で
き
ま
す
。

　

詳
細
は
福
島
県
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
福
島
県
環
境
ア
プ
リ
運
営
事

務
局
（（
株
）
ロ
コ
ガ
イ
ド
）

☎
0
3
‐
6
3
6
8
‐

1
0
1
3

福
島
県
最
低
賃
金
改
正

　

福
島
県
の
最
低
賃
金
が
10
月

1
日
か
ら
時
間
額
8
2
8
円

に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　

福
島
県
最
低
賃
金
は
、常
用
・

臨
時
・
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
・
ア

「福島県環境アプリ」
ダウンロード

ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
期
限　

令
和
4
年
1
月

31
日
月

▼
提
出
先
　
税
務
課
課
税
係

問
税
務
課
課
税
係

☎
５
8
5
‐
2
7
7
8

水
害
や
土
砂
災
害
か
ら

命
を
守
り
ま
し
ょ
う

　

水
害
や
土
砂
災
害
か
ら
自
分

や
大
切
な
ひ
と
の
命
を
守
る
た

め
に
は
、
自
分
に
あ
っ
た
避
難

行
動
＝
「
マ
イ
避
難
」
の
準
備

が
重
要
で
す
。

　

福
島
県
で
は
、
速
や
か
な
避

難
を
行
う
た
め
の
自
分
や
家
族

の
避
難
計
画
（
マ
イ
避
難
シ
ー

ト
）
を
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
か
ら
で
も
作
成
で
き
る

専
用
サ
イ
ト
を
開
設
し
ま
し

た
。
い
ざ
と
い
う
時
に
備
え
、

マ
イ
避
難
シ
ー
ト
を
作
成
し
て

み
ま
し
ょ
う
。

問
住
民
防
災
課
環
境
防
災
係

☎
5
8
5
‐
2
1
1
6

「マイ避難シート」
専用サイト

スマートフォンやタブレット端末などで、いつでもどこでも
簡単便利に「広報くにみ」を読むことができるよう「マチイロ」

「マイ広報紙」を導入しています。ぜひ、活用ください。

☑スマートフォンやタブレット端末専用のアプリ。
　広報紙のページそのままのレイアウトで、ペー
　ジをめくる感覚で読むことができます。
☑初期設定でお住まいのエリアを「福島県国見町」
　に設定すると、広報紙のほかに町ウェブサイト
　の新着情報なども届きます。
☑配信対象：広報くにみ、議会だより

☑広報紙を記事カテゴリー
　ごとに分割してデータ化
　し、インターネットで無
　料配信するサービス。
☑写真やイラストは表示されないため、記事（文章）
　のみを読みたい場合に適しています。
☑配信対象：広報くにみ、お知らせ版

『広報くにみ』を
もっと身近に！

マ イ 広 報 紙
市区町村の広報紙をネットやスマホで

\ ダウンロードはこちら / \ ホームページにアクセス /
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